
℡ 024-566-2111 ℡ 024-565-2434川俣町役場 中央公民館

トレーニング教室 4 日㈯ 午前 10 時～、15 日㈬ 午後 7 時～

町体育館

川俣町在住・在勤高校生以上
※高校生の受講は保護者同伴

ヨガ教室 13 日㈪　午後 1 時 30 分～

町内在住・在勤者の
どなたでも参加可

ランナーズクラブ 11 日㈯、25 日㈯　午前 9 時 30 分～
ニュースポーツ教室 9 日㈭、23 日㈭　午前 10 時～
スポーツウエルネス吹矢 6 日㈪、13 日㈪、27 日㈪　午前 10 時～
みんなでたのしく歩こう 10 日㈮　午前 9 時～
楽楽健康体操教室 22 日㈬  　午後 1 時 30 分～
老若男女でボッチャ 2 日㈭、16 日㈭　午後 1 時～
さわやか体操教室 17 日㈮　午前 10 時～ 保健セン

ター男性限定ナイスミドル
体操教室 28 日㈫　午前 10 時～

芸能伝承　盆踊り教室 19 日㈰　午後 7 時～ 本町コミュニティ
センター

水泳教室 27 日㈪～ 31 日㈮　午後 1 時 30 分～（詳細は 22P） 川小プール 川俣町在住の小学生

参加には事前申し込みが必要になります。7 月のスポーツ教室
教室名 日時 場所 対象者

担　川俣町体育館（℡ 024-565-3931）

●募集人員　高校卒（若干名）
●受験資格　
平成 13 年 4 月 2 日から平成 21
年 4 月 1 日までに生まれた者。
※大学卒業の資格を有する者、ま
た令和 9 年 3 月までに大学卒業
見込みの者を除きます。
●受付期間　7 月 15 日㈬から 8
月 14 日㈮まで（郵送による受付
は 8 月 14 日㈮必着）
●申込み　申込用紙は役場 2 階
総務課で交付しますので、期間内
に申し込みください。
詳細については町ホームページを
ご覧ください。
●試験内容
第１次試験（9 月 20 日㈰実施）
筆記試験、適性検査
第２次試験（１次試験合格者に別
途通知）小論文、面接試験

令和 9 年度の川俣町職員
を募集します（行政）

毎月勤労統計調査特別
調査にご協力ください

担  総務係（内線 1102）

日本語教室を開催します
担  政策調整係（内線 2403）

問  福島県統計課（024-521-7147）　川俣町国際交流協会では、外国
人の方を対象とした日本語教室を
開催しています。楽しく交流しな
がら日本語を学びましょう。
●日時　午後７時から９時
①７月　１日㈬、８日㈬、15 日㈬、
22 日㈬、29 日㈬、
②８月 ５日㈬、19 日㈬、26 日㈬
●場所　川俣町役場３階大会議室
●講師　佐々木千賀子氏（ふくし
ま多文化共生サポーター）
●内容　初級コースでは文字の読
み書きや日常会話を、中級コース
では文章の読み書きや日本の文
化・慣習を学習します（参加者の
希望で内容の変更もあります）。
●参加費　原則無料（川俣町国際
交流協会会員でない方は、別途年
会費 1,000 円が必要となります）
●備考　申込みは不要です。お気
軽にご参加ください。

　７月 31 日現在で、毎月勤労統
計調査特別調査を実施します。
　この調査は、小規模事業所にお
ける雇用、給与及び労働時間の実
態を明らかにすることを目的とし
た調査です。
　なお、調査内容については、統
計作成以外の目的に使用すること
はありませんので、ご理解とご協
力をお願いいたします。
●調査対象　町内から抽出された
１～４人の常用雇用者を雇用する
小規模事業所
●調査方法　
　７月から９月
にかけて調査員
が訪問し、調査
票の配布・回収
を行います。

●日時　7 月 21 日㈫　
　　　　午後 1 時 30 分～４時
●場所  川俣町役場 1 階  相談室１
※ 斎 藤 幸 子 相 談 委 員（ ℡ 566-
4020）丹野雅直相談委員（℡ 566-
4830）の電話でも受け付けています。

行政相談を開催します
担  文書広報係（内線 1104）

※各課内線は各記事をご確認ください
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新築・増築家屋の家屋調査
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行政

　住宅用土地を取得した場合や県
内に三世代以上の方が同居又は近
居する住宅を取得した場合、一定
の要件を満たしていれば、申請に
より土地又は住宅に係る不動産取
得税が軽減されます。
　詳しい内容や申請方法は、標記
担当までお問い合わせください。

不動産取得税の軽減制度

介護保険料減免（原子力災害）

国民健康保険税減免（原子力災害）

問  県税部課税第 1 課（℡ 024-521-2694）

担  税務係（内線 1303）

担  税務係（内線 1303）

　避難指示区域等に居住していた
65 歳以上の方にかかる介護保険
料の減免については次のとおりで
す。①上位所得層（合計所得金額
633 万円以上）の方は減免適用
外となります。
②①以外の方は、避難指示が平成
29 年に解除された地域（山木屋
地区等）は申請によることなく年
額の 2 分の 1 減免、平成 30 年以
降に解除された地域は申請による
ことなく全額減免となります。

　避難指示区域等に居住していた
世帯に係る国民健康保険税につい
ては次のとおりです。
①上位所得層（世帯内の被保険者
の基準所得額を合算した額が 600
万円を超える世帯）の方は減免の
適用外となります。
②①以外の方は、避難指示が平成
29 年に解除された地域（山木屋
地区等）は申請によることなく年
額の 2 分の 1 減免、平成 30 年以
降に解除された地域は申請による
ことなく全額減免となります。

　令和 8 年中に住宅や車庫など
を新築した場合や既存家屋を増築
した場合は、完成した翌年度から
固定資産税が課税されます。
　固定資産税の税額決定のために
担当職員による家屋調査を行って
いますので、標
記 担 当 ま で ご
連絡ください。
調 査 日 程 等 を
調 整 さ せ て い
ただきます。

令和 8 年度国民健康保険税の税率・限度額は次のとおりです。

※令和 8 年度より新たに「子ども・子育て支援金分」を併せて税額を計算します。
※（）内は、令和 7 年度と比較した増減です。
※県内全市町村で令和 11 年度に保険税率を統一することに伴い、令和 10 年度までを移行期間とし、税率を見直
してまいります。
詳しくは保健福祉課国保年金係（内線 1406）まで問い合わせください。

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 子ども・子育て支援金分 合計

所得割額 6.60％
( 変更なし )

2.60％
( 変更なし )

2.60％
( 変更なし )

0.30％0.30％
( 新規 )( 新規 )

12.10％
(+0.3％ )

均等割額
（1 人あたり）

25,500 円
( 変更なし )

10,000 円
( 変更なし )

10,600 円
( 変更なし )

1,343 円1,343 円
( 新規 )( 新規 )

47,443 円
(+1,343 円 )

平等割額
（1 世帯あたり）

18,600 円
( 変更なし )

7,000 円
( 変更なし )

5,400 円
( 変更なし )

878 円878 円
( 新規 )( 新規 )

31,878 円
(+878 円 )

限度額 670,000 円
(+10,000 円 )

260,000 円
( 変更なし )

170,000 円
( 変更なし )

30,000 円30,000 円
( 新規 )( 新規 )

1,130,000 円
(+40,000 円 )

令和8年度国民健康保険税の税率・限度額 問  税務係（内線 1303）

　来庁日の 2 日前の午後 5 時ま
でにインターネットもしくは電話
で事前予約をお願いします。予約
がない場合、開設しません。
●休日窓口開設日　
7 月 12 日㈰　午前 9 時～午後 4
時 40 分
●夜間窓口開設日　
7 月 9 日㈭・23 日㈭午
後 5 時 20 分～ 7 時 40 分まで

マイナンバーカード休
日・夜間窓口（予約制）
担  町民係（内線 4154）

●日時　7 月 28 日㈫　
　　　　午後 1 時～ 4 時
●場所　川俣町役場 1 階 
　　　　相談室１
●内容　就職相談や職業紹介、応
募書類の書き方などの助言
●その他　要予約（℡ 024-925-
0811）、相談費用は無料です。雇
用保険受給者には利用証明書を発
行します。

就職相談会を開催します
担  まちづくり推進係（内線 2451）




